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令和５年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果 

都道府県名 島根県 青少年行政主管課 青少年家庭課 

最重点・重点課題 取 組 内 容 備考 

最重点課題 

こどものイン

ターネット利

用におけるこ

どもの犯罪被

害等の防止 

○式典（青少年非行・被害防止メッセージ伝達） 

 開催日：７月３日から 24 日までの間 場所：県内全市町村 

 出席者：各市町村長ほか市町村職員、各警察署長ほか警察職員、松江保護

観察所長、保護司、更生保護女性会、教育長、少年補導委員（少

年警察ボランティア）等 

 内 容：各警察署長が、警察本部長・県知事・県教育長連名による『青少

年非行・被害防止メッセージ』を首長に手交し、各自治体におい

て青少年を非行や犯罪被害から守るための教育や広報啓発を展開

するよう要請した。 

     また、同会場において、「第７３回“社会を明るくする運動”内

閣総理大臣メッセージ」伝達も実施された。 

 

○広報啓発 

① 街頭啓発等 

ア 大型店舗における「青少年非行・被害防止」キャンペーン 

   来店者に啓発チラシ等を配布しながらインターネットを利用した子 

どもの犯罪被害防止について訴えた。 

   (ｱ)  実施日：７月１日（土）ゆめタウン出雲 

         ７月 28～30 日（金～日） イオン出雲 

      出席者：いずもセーフティキッズ、少年ボランティア、出雲署、 

         出雲市青少年育成市民会議 

    (ｲ)  実施日：７月 27 日（木）ゆめタウン益田 

     出席者：県、少年補導委員（警察ボランティア）、益田市、益田

市青少年育成市民会議、益田署         

  イ 出雲市立図書館における啓発パネル・チラシの展示（出雲市、出

雲署） 

７月中、図書館内にインターネットの安全利用等に関する啓発パ

ネル・チラシ等を展示し、利用者に対して注意喚起した。 

  ウ のぼり旗設置（県、浜田市、江津市） 

  エ 月間ポスター等の掲示（県、雲南市、奥出雲町、吉賀町、海士町） 

  オ アウトメディアに関するチラシの掲示（吉賀町） 

  カ 横断幕掲揚（大田市） 

② 広報メディア活用 

ア 新聞広告（考える県政）を活用した広報（県、警察本部） 

  掲載日：７月１日 発行部数：約 18 万部 広報対象：青少年、保

護者 

     内 容：ＳＮＳでのトラブルを列挙し、インターネットの安全利用

について注意喚起した。 

    イ 新聞、テレビ、ラジオを活用した広報（県） 

ウ ケーブルテレビでの広報（松江署、津和野署、大田市、奥出雲町） 

    内容：地域情報番組において、ＳＮＳの危険性、ペアレンタルコン

トロールの必要性等について広報した。 

  エ 町ホームページを活用した広報（隠岐の島町） 

    最重点課題を掲載、また、こども家庭庁ホームページを案内 

  オ 市役所 LED 掲示塔を活用した広報（江津市） 

③ 広報啓発物等の作成 
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ア 啓発チラシ作成・配付（県） 

  インターネット利用におけるこどもの犯罪被害防止を訴えるチラシ 

 を作成して県内の小・中・高校等に配付した。 

  また、キャンペーンや啓発活動時にも活用した。 

イ 広報啓発物（チラシ入りティッシュ）を作成し、少年補導委員との 

  合同パトロールで配布（浜田署） 

ウ 交番・駐在所においてミニ広報紙の作成・配布（松江署、出雲

署、浜田署） 

エ あさひ子ども健全育成協議会が「みんなで育むあさひっ子」を地

区の全世帯に配付（浜田市）  

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ① 子どもご縁食堂における広報啓発（県・松江署） 
    実施日：７月 12日 場所：松江市殿町 子どもご縁食堂 

    内 容：大学生の少年補導委員（警察ボランティア）や BBS 会が中

心となり、参加した親子 21 人に対して、ＳＮＳの具体的事

例を交え、インターネットの正しい使い方を指導した。 

② 情報モラル教室の開催 

保育園・小・中・高校・養護学校・児童クラブ等において、児童・

保護者・教職員を対象としてインターネットの安全利用について注意

喚起するとともにペアレンタルコントロールの必要性等を指導した。

（松江、安来、雲南、出雲、大田、川本、江津、浜田、益田、津和

野、隠岐の島署） 

 ③ サイバー防犯ボランティアの委嘱(津和野署) 

    開催日：７月 20日 場所：津和野高等学校 

     内容：津和野高等学校情報モラル委員をサイバー防犯ボランティア

として委嘱。委嘱式及びサイバーパトロール研修会を開催

し、インターネットにおける子どもの犯罪被害防止について

協力を依頼した。 

 ④ 児童の性被害防止教室 

ア 保育園児に対する防犯教室を開催し、プライベートゾーンについて 

指導した（出雲署） 

イ 保育園を通じて、保護者に性被害防止啓発絵本「おしえてくもく 

ん」を回覧し、プライベートゾーンについて啓発した。（隠岐の島

署） 

ウ ボランティア等に対する児童の性被害防止研修 

   教育関係者、少年ボランティアに対し、プライベートゾーンの周知

等性被害防止について説明した。（安来署）  
 

○会議・研修会等 

① 警察、学校、青少年育成関連団体等が出席する会議等において、イン

ターネット、ＳＮＳの安全利用やフィルタリング等ペアレンタルコント

ロールの必要性、闇バイトの危険性等について講話・チラシ配布等によ

り啓発した。    

ア 益田市情報リテラシー向上推進協議会総会(益田署、益田市) 

開催日：７月６日 場所：益田市役所 

イ 少年補導委員対象の情報モラル研修開催（大田署、隠岐の島署） 

情報セキュリティアドバイザーを講師に招き、少年補導委員に対

し、少年をとりまくインターネット環境について講話 

ウ 学校警察連絡協議会（松江、安来、雲南、大田、川本、江津、浜 

田、益田、隠岐の島、浦郷） 
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エ 生徒指導協議会等(松江署、雲南署、浜田署) 

オ ＰＴＡ連絡協議会会議等（松江署、浜田署） 

カ 社会を明るくする運動地区研修会（松江署） 

キ 青少年健全育成協議会等の開催（美郷町、出雲、大田、江津、浜田署）  

ク 各種警察ボランティア出席の会合（全署） 

ケ ＪＲ木次線通学生木次地区連絡協議会（雲南署） 

警察職員が、ＪＲ通学生関係機関に対して少年の非行状況、イ 

   ンターネット利用における犯罪情勢等について説明・注意喚起し 

た。 

 

○立入・実態調査 

島根県青少年健全育成条例に基づく立入調査（県、出雲署、大田署、浜田

署、益田署） 

 ・携帯電話販売店等への立入調査を行い、青少年が使用する際の契約時の

説明の徹底及びフィルタリングの利用率向上への協力を依頼した。 

 

○その他 

 ① 情報モラル教育研修会の開催準備（益田市） 

   学校、幼稚園、保育関係者、保護者のみならず社会教育に携わる者や

地域で情報モラル教育に携わる者等を対象に情報モラル教育研修会を

10 月頃に開催する予定 

② 住民の関心に添った講演活動の開催準備（西ノ島町） 

   人権に関する町民意識調査を実施し、インターネット利用の関心が高

かったことから、小中学校教員・保護者向けの講演を、10 月頃に開催

する予定 

   

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○式典（青少年非行・被害防止メッセージ伝達） 

 青少年非行・被害防止メッセージ等の伝達（県警、全市町村）【再掲】 

 

○広報啓発 

 ・最重点課題広報啓発 【再掲】 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ・最重点課題保護者・青少年向けの防犯教室等 【再掲】 

 

○会議・研修会等 

 ・最重点課題会議・研修会等 【再掲】 

 

○立入・実態調査 
ア 島根県青少年健全育成条例に規定する対象店舗に対する立入調査

（県、県内９警察署） 

図書類販売業者、ネットカフェ、深夜営業店等に対し、立入調査を 

   実施し、責任者に対し、１８歳未満の少年に対する有害図書類の販売

制限や深夜における立入り制限等について協力依頼した。 
 イ 未成年者に対する酒類提供防止啓発（川本署） 
           夏祭り会場において、出店者に対し、20歳未満の者に対する酒類提 

供防止について指導した。 
 ウ コンビニエンスストアにおける煙草等販売時の年齢確認依頼（松江

署） 
 エ 有害図書の回収（松江市、出雲市、益田市） 
   有害図書を回収する黄色いポストの投入物品の回収を実施 
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重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○薬物乱用防止教室等の開催（松江、安来、雲南、出雲、大田、江津、浜

田、益田、津和野、隠岐の島署） 

 小学校・中学校・高校・専門学校で実施 

 

○広報啓発 

① 街頭啓発 

 ア 高校における飲酒・喫煙防止キャンペーン（雲南署） 

 イ 大型店舗、駅前等におけるチラシ配布（出雲署【再掲】、大田署） 

② 啓発物等の配布 

ア 児童生徒に対し全国少年警察ボランティア協会が作成した健全育成 

ハンドブックを配布（川本署） 

  イ 警察施設における薬乱防止ポスターの掲示（川本、浜田署） 

  ウ 交番・駐在所においてミニ広報紙の作成・配布（松江署）【再掲】 

  エ 青少年担当者会議における啓発チラシ配布（出雲署）【再掲】 

  オ 出雲市立図書館における啓発パネル・チラシの掲示(出雲署)【再掲 

  カ 広報啓発物（チラシ入りティッシュ）を作成し、少年補導委員との 

   合同パトロールで配布（浜田署）【再掲】 
 

○会議・研修会等 

① 主任児童委員との情報交換会において、若年層の大麻乱用状況につい

て説明した（隠岐の島署） 

② 学校警察連絡協議会（雲南署、隠岐の島署、浦郷署）【再掲】 

薬品庫の管理の徹底について依頼 

 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○式典（青少年非行・被害防止メッセージ伝達） 

 青少年非行・被害防止メッセージ等の伝達（県警、全市町村）【再掲】 

 

○広報啓発 

 ・最重点課題広報啓発 【再掲】 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ・最重点課題保護者・青少年向けの防犯教室等 【再掲】 

 

○会議・研修会等 

 ・最重点課題会議・研修会等 【再掲】 

 ・「益田市青少年育成市民会議」総会開催（益田市） 

 ・「ヤングケアラーについて」研修会実施（川本町） 

 

○スポーツによる交流活動 

 ① 「親子で楽しもうモルック体験会」の開催（津和野署） 

     実施日：７月 22 日（土） 場所：津和野小学校グラウンド 

     参加者：小学生とその保護者、少年補導委員、警察署員 

     小学生と少年ボランティア等の交流を通じて、健全育成を促した。 

 

○補導活動 

 ① ボランティアとの合同による街頭補導の実施（松江、安来、雲南、 

  出雲、大田、川本、浜田、隠岐の島署） 

少年の日、夏祭り等祭礼時ほかに、少年ボランティアや教職員等と合 

同パトロールを実施した。 
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 ② 自転車点検（川本署） 

   中学校の自転車駐輪場において、自転車の施錠、ヘルメット着用につ 

いて啓発した。 

○防犯活動 

① あいさつ運動（松江市、川本町、美郷町、浜田青少年健全育成推進会

議） 

② 地域安全登校指導（松江市） 

 ③ 少年見守りパトロール（松江市、出雲地区青少年育成協議会） 

 

○環境美化活動（雲南署） 

 小学生、教職員、ボランティアが協働し、環境美化活動を実施した。 

 
○コンビニエンスストア、商店に対する万引き防止指導等（出雲、大田、益

田、津和野、隠岐の島署） 

 

 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

○式典（青少年非行・被害防止メッセージ伝達） 

 青少年非行・被害防止メッセージの伝達（県警、全市町村）【再掲】 

 社会を明るくする運動メッセージの伝達（全市町村） 

 

○広報啓発 

 ・最重点課題広報啓発 【再掲】 

 ・社会を明るくする運動と連動した街頭キャンペーン（松江署） 

・学校等における挨拶運動（松江署）  

・サマーキャンプ等地区行事における広報啓発（松江署） 

 ・講演会の開催（浜田市、出雲市） 

 ・式典当日講演会を開催（江津市） 

   

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ・最重点課題保護者・青少年向けの防犯教室等 【再掲】 

 

○会議・研修会等 

 ・最重点課題会議・研修会等 【再掲】 

 ・島根県地域再犯防止市町村等関係機関担当者会議の参加（県） 

 

○非行少年に対する立ち直り支援活動の実施（松江署、雲南署、出雲署、川

本署） 

 ・ 少年補導委員（警察ボランティア）による書道の指導や体験活動（釣

り）の実施 

 ・ 少年補導職員（警察職員：臨床心理士）による面接の実施 

 

○継続補導の実施（松江、雲南、出雲、川本、江津、浜田、隠岐の島署） 

 対象少年の招致補導、家庭連絡、個別支援会議の開催等 

 

○再非行防止事業実施センターとの情報共有会議等（松江署、出雲署、浜田

署、益田署）＊再非行防止事業～県警本部が子ども・若者総合相談センターのうち 

                 ４市に委託している非行少年等の再非行防止事業 

  警察職員とセンター職員が、定例会において対象少年の状況等について

情報共有を図り対象少年の再非行防止を図っている。  

 

 

 



 

6 

○子ども・若者総合相談センター ８市１町 ９ヶ所に設置 

 ・主な活動～子ども・若者育成支援推進法に基づき地方公共団体が設置す

るセンターで、子どもや若者に関する様々な相談を受理して対応にあた

っている。 

   また、対象者のニーズにより、居場所、社会体験、就労体験等を実施

している。 

 ・少年補導委員 ０人（センターで、活動する少年補導委員の配置はな 

し） 

     

重点課題５ 

重 大 な い じ

め・暴力行為

等の問題行動

への対応 

○式典（青少年非行・被害防止メッセージ伝達） 

 青少年非行・被害防止メッセージ等の伝達（県警、全市町村）【再掲】 

 

○広報啓発 

 ・最重点課題広報啓発 【再掲】 

 

○会議・研修会等の開催・参加 

① 「いじめ問題対策協議会」に出席し、警察におけるいじめ事案の対応

について意思統一を図り対策強化に努めた（雲南署、川本署） 

② 学校警察連絡協議会【再掲】 

③ 生徒指導協議会【再掲】 

④ 青少年健全育成協議会総会【再掲】  

⑤ 継続補導事案での関係機関との支援会議【再掲】 

 

○非行防止教室等の開催【再掲】 

 

○見守りパトロール 

 青色防犯パトロール隊による登校の見守り（美郷町） 

 

○防犯活動【再掲】 

 あいさつ運動（美郷町） 

 

 


